
令和６年度第１回京田辺市高齢者保健福祉計画委員会会議事録（要約版） 

 

日時：令和６年８月２２日（木）午後２時００分から３時３０分まで 

場所：京田辺市保健センター 第１保健指導室 

 

1. 開会 

2. 会長あいさつ 

3. 議事  

(1) 令和５年度事業実績報告 

(2) その他 

4. 閉会 

 

議事(1)令和５年度事業実績報告について事務局説明 

 

○質問・意見 

 

委 員：通所型サービスが増えなかった理由は。またどのような所でサービスを

行っているのか。 

 

事務局：コロナ禍で通所を控えた方が多かったと考えている。Ａ型については介

護保険サービスの事業所にて行っている。Ｃ型は保健センターで市の

直営で行っている。 

 

委 員：要介護２以上の認定率に認知症を有する人はすべて含まれているのか

また、施設に入所するのに、認知症以外の人は入所できないのか。 

 

事務局：要介護２以上の認定率に、認知症を有する人が全て含まれている訳では

ない。本指標は、約１７，５００人の本市高齢者のうち、要介護２から

要介護５の人の割合を示したものである。認知症を有する人は要介護

１以下にも存在している。また、多くの種類の施設があり、認知症では



ない人が入所することのできる施設も多くある。 

 

委 員：７４歳までが対象となる特定健診受診率を指標にしているが、後期高齢

者検診の受診率を指標にすべきではないか。 

 

事務局：介護予防を推進する指標として、４０歳から７４歳までを対象とした特

定健診受診率を指標としている。なお後期高齢者検診の受診率は人間

ドックを含まない場合、３２％である。 

 

委 員：３２％というのは低く感じるが、一定数が人間ドックを受けているもの

と考えられる。特定健診は生活習慣病予防であり、後期高齢者検診はフ

レイル予防の要素が含まれているので、後期高齢者検診も指標に含む

ことが望ましいと考える。 

 

委 員：介護医療院のサービスの実績金額が見込みより増えた理由は。また、短

期入所療養介護とはどのようなサービスか。 

 

事務局：介護医療院については第８期計画期間の直前に宇治市に新しく開設さ

れ、利用が進んだと考える。短期入所療養介護とは、老人保健施設等に

医療的なケアや訓練等を目的に一定期間入所するものである。 

 

委 員：住宅改修とはどのようなサービスか。 

 

事務局：居宅での生活環境を整えるための改修を行うサービスであり、段差の解

消、工事を伴う手すりの設置、和式便器から洋式便器への変更などに利

用される。 

 

委 員：定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは、どのようなサービスか。 



 

事務局：排泄や食事などの短時間の介助を、夜間を含めて頻繁に受けることが必

要な人に提供するサービスである。本市にも数名の利用者がおり、他市

の地域密着型サービス事業者を利用している。 

 

委 員：京田辺市の介護サービスの整備状況は。また本市の特徴は。 

 

事務局：高齢者保健福祉計画策定にあたり、期ごとに高齢者や介護者だけでなく、

事業所にもアンケートを行っている。サービスの充足状況を確認する

とともに、今後必要となるサービスについても調査した上で、高齢者人

口や要介護者の将来推計と合わせ、サービス基盤を整備している。第９

期計画期間においては、前述の調査の結果、介護医療院が必要との判断

から、計画に整備することを盛り込んでいる。 

 

委 員：老人福祉センターの活動はどのようなものか。 

 

事務局：市内に２箇所あり、サークルやサロンを通じ居場所の提供をしている。 

 

委 員：地域包括支援センタｰ、医療機関、警察、市内企業との連携を通じ地域

ネットワークの構築を図るとあるが、具体的には。 

 

事務局：市内の地域を３つの圏域に分け、各地域ごとに地域ケア会議を開催して

いる。そこで各関係機関に参加してもらい、具体的なテーマを基に協議

をしている。 

 

委 員：施策取組評価報告の中に、各圏域ごとの地域ケア会議での具体的な内容

や参加者を記すと、より取組が伝わりやすくなる。 

 



委 員：取組評価のＡＢＣ各段階は全国一律の基準か。 

 

事務局：市で設定したものである。 

 

委 員：行政用語が難しくてわかりづらい。各サービスの名称や、地域包括支援

センターといった名称も、対象となる高齢者に伝わりにくい。 

 

委 員：第９期計画に用語説明があり、計画に記載するのは前向きな取組である

が、サービスについても記載するとわかりやすいのではないか。 

 

委 員：民生委員として地域の見守りをしていても、どのようなサービスがある

のか、どこに相談したらよいのか、わからない時もある。 

 

事務局：地域包括支援センターが地域の高齢者の相談窓口となる。あんあん便り

で活動を知らせており、今後も相談窓口であることを周知していく。 

 

事務局：介護保険制度やサービスについて、地域に出向いて出前講座を開催して

いる。市で作成したサービスガイドブックに、制度や利用の流れ、各サ

ービスについての内容が記されており、参加者に配布し説明している。 

 

                                以上 


